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及
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ぐ
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…（
生
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文
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生
活
部
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○
認
定
特
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営
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活
動
法
人
の
定
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の
変
更
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同
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○
開
発
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完
了
…
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…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
虎
ノ
門
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示

す
る
。令

和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

虎
ノ
門
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
五
番
十
六
号

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
五

月
二
十
七
日

福
生
市
大
字
福

生
字
武
蔵
野
二

千
百
十
九
番
十

五
、
同
番
十
六
、

同
番
十
八
、
二

千
百
二
十
二
番

延
長

一
一
七
四
・
五

三幅
員一

六
・
〇
〇

〜
三
三
・
九
四

三
の
一
部
、
同

番
八
、
同
番
九
、

二
千
百
二
十
三

番
二
、
同
番
五
、

同
番
六
、
同
番

十
並
び
に
二
千

百
二
十
四
番
一
、

二
千
百
四
十
一

番
一
及
び
二
千

百
四
十
二
番
二

の
各
一
部
、
二

千
百
四
十
五
番

十
、
同
番
十
二
、

同
番
十
六
の
一

部
、
同
番
十
六

地
先
、
同
番
十

七
の
一
部
、
同

番
十
八
、
同
番

二
十
、
同
番
二

十
三
の
一
部
、

同
番
二
十
五
、

同
番
二
十
六
、

同
番
二
十
九
、

同
番
四
十
二
、

同
番
四
十
三
、

同
番
四
十
五
か
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ら
同
番
五
十
一

ま
で
、
同
番
五

十
三
か
ら
同
番

五
十
六
ま
で
、

二
千
二
百
三
十

七
番
三
十
九
の

一
部
、
同
番
六

十
一
か
ら
同
番

六
十
三
ま
で
、

二
千
二
百
三
十

八
番
一
並
び
に

同
番
二
及
び
同

番
三
の
各
一
部
、

同
番
四
、
同
番

六
か
ら
同
番
八

ま
で
、
同
番
十

の
一
部
、
同
番

十
三
、
同
番
十

四
、
二
千
二
百

四
十
番
八
、
二

千
二
百
四
十
一

番
十
五
か
ら
同

番
十
七
ま
で
並

び
に
同
番
十
八
、

同
番
二
十
、
同

番
二
十
五
、
同

番
四
十
三
及
び

同
番
五
十
一
の

各
一
部
、
同
番

五
十
二
、
同
番

五
十
五
か
ら
同

番
六
十
一
ま
で
、

二
千
二
百
五
十

番
五
の
一
部
、

同
番
六
、
同
番

二
十
一
、
同
番

八
十
四
の
一
部
、

同
番
百
五
か
ら

同
番
百
七
ま
で
、

大
字
福
生
字
志

茂
二
百
十
四
番

十
か
ら
同
番
十

三
ま
で
、
二
百

十
五
番
八
、
同

番
九
、
二
百
四

十
八
番
三
、
同

番
四
、
同
番
十

二
、
同
番
三
十

二
か
ら
同
番
三

十
六
ま
で
、
二

百
四
十
九
番
九
、

同
番
十
、
二
百

五
十
一
番
一
地

先
、
同
番
七
、

二
百
五
十
二
番

三
の
一
部
、
同

番
四
、
同
番
六

の
一
部
、
同
番

七
、
同
番
八
、

二
百
五
十
三
番

十
、
同
番
十
一
、

二
百
五
十
四
番

一
、
同
番
七
、

同
番
八
の
一
部
、

同
番
九
、
同
番

十
一
、
二
百
六

十
六
番
四
、
同

番
五
、
二
百
六

十
七
番
四
、
同

番
五
、
二
百
六

十
八
番
四
、
同

番
五
、
二
百
七

十
五
番
十
一
か

ら
同
番
十
三
ま

で
、
同
番
二
十

一
か
ら
同
番
二

十
四
ま
で
、
同

番
二
十
六
か
ら

同
番
三
十
ま
で
、

二
百
七
十
八
番

五
、
同
番
六
、

二
百
七
十
九
番

九
か
ら
同
番
十

一
ま
で
、
同
番

十
三
か
ら
同
番

十
八
ま
で
、
同

番
二
十
か
ら
同

番
二
十
三
ま
で
、

大
字
福
生
字
奈

賀
八
百
六
十
番

十
三
、
同
番
十

五
、
八
百
六
十

一
番
十
二
か
ら

同
番
十
六
ま
で
、

八
百
六
十
二
番

六
、
同
番
九
、

同
番
十
一
、
八

百
六
十
三
番
十

一
、
同
番
十
三

か
ら
同
番
十
五

ま
で
、
志
茂
三

十
七
番
一
、
同

番
五
、
同
番
六
、

三
十
八
番
五
か

ら
同
番
八
ま
で
、

三
十
九
番
六
、

同
番
七
、
四
十

番
六
か
ら
同
番

八
ま
で
、
八
十

一
番
八
か
ら
同

番
十
一
ま
で
、

八
十
三
番
五
か

ら
同
番
七
ま
で
、

八
十
四
番
二
、

八
十
五
番
二
、

同
番
三
、
八
十

六
番
六
、
同
番

七
、
八
十
七
番

五
、
同
番
六
、

百
三
十
六
番
八
、

百
三
十
七
番
七
、

百
四
十
一
番
三
、

同
番
七
、
百
四
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十
二
番
三
、
同

番
八
か
ら
同
番

十
ま
で
、
百
四

十
三
番
五
、
同

番
六
、
百
四
十

四
番
六
、
百
四

十
七
番
五
か
ら

同
番
八
ま
で
、

百
四
十
八
番
二
、

百
四
十
九
番
二
、

百
七
十
五
番
十

二
か
ら
同
番
十

四
ま
で
、
同
番

十
八
、
同
番
十

九
、
百
七
十
六

番
二
、
百
七
十

九
番
八
か
ら
同

番
十
ま
で
、
百

八
十
番
二
、
百

八
十
三
番
四
、

同
番
五
、
百
八

十
四
番
七
、
同

番
八
、
百
八
十

五
番
五
か
ら
同

番
七
ま
で
、
百

八
十
六
番
四
か

ら
同
番
六
ま
で
、

百
八
十
七
番
五

及
び
同
番
六

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十

四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
王
子
六
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
起
人
か
ら
特
定
第
二
号
漁
業

者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
同
意

成
立
の
届
出
が
あ
り
、
当
該
同
意
は
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す

る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の

申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
の
義
務
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
四
日
か

ら
発
生
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

加
入
区
の

名
称

発
起
人
氏
名

住

所

同
意
成
立

年
月
日

三
宅
島
加

入
区

三
宅
島
漁
業

協
同
組
合

三
宅
村
阿
古
六
百
八
十

番
地

令
和
二
年
四

月
二
十
日

沖
山

勝
利

同

村
阿
古
五
百
四
十

一
番
地

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
六
号

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
船
舶
を
使
用
し

た
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文
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（
採
捕
の
禁
止
）

一

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数

六
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ

を
対
象
と
し
た
遊
漁
の
案
内
を
行
い
、
又
は
遊
漁
に
よ
る
底
魚
、

か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
小
笠
原

村
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
面
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
を
対
象
と

し
た
遊
漁
の
案
内
を
行
い
、
又
は
遊
漁
に
よ
る
底
魚
、
か
つ
お
及

び
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

二

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三

年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
・
フ
ァ
ン
ド
・
ジ
ャ
パ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

長
山

信
夫

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
杉
並
区
善
福
寺
二
丁
目
十
七
番
五
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

二

代
表
者
の
氏
名

永
井

秀
哉
、
小
美
野

剛

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
麴
町
三
丁
目
六
番
五
号

麹
町
Ｇ
Ｎ
安
田
ビ

ル
四
階

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
二
丁
目
十
四
番
二
十
四
号

仙

台
松
井
ビ
ル
六
階

福
島
県
福
島
市
松
木
町
十
四
番
二
号

エ
リ
ー
ト
イ
ン
松
木
五

〇
四
号
室

五

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
元
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
日
ま

で

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
九

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二

百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
と
ば
の
道
案
内

二

代
表
者
の
氏
名

市
川

浩
明

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
北
区
滝
野
川
七
丁
目
二
番
七－

一
〇
五
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
九
百
二
十

五
番
一
、
同
番
一
地
先
、
九
百
三

十
番
一
及
び
同
番
二

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
北
町
一
丁
目

二
十
九
番
一
号

兼
六
土
地
建
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鍵
市

佳
克

多
摩
市
連
光
寺
一
丁
目
二
十
八
番

一
か
ら
同
番
四
ま
で

千
代
田
区
岩
本
町
二
丁
目
六
番

十
号

株
式
会
社
タ
ウ
ン
住
宅
販
売

代
表
取
締
役

新
田

泉

小
平
市
小
川
東
町
一
丁
目
二
千
百

十
四
番
一
、
同
番
一
地
先
及
び
二

千
百
十
五
番
四

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
一
丁
目

三
十
一
番
十
一
号

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


